
4月1日から、老人保健制度にかわるものとして後期高齢者
医療制度が新たに始まります。対象者は、75歳以上のかた
と一定の障害がある65歳以上のかたのうち認定を受けたか
たとなります。 
今回は、制度の概要やよくある質問などを紹介します。 

広報かわぐち2008.　3

被保険者証（保険証） 

後期高齢者医療制度 

4月から 
　　後期高齢者医療制度がはじまります 

新しい保険証は一人ひとりに交付され、医療
機関などでの診療の際はこの保険証のみを提
示することになります。 
３月下旬に配達記録郵便で送付します。 
※現在お持ちの老人保健医療受給者証や、国
民健康保険・被用者保険などの保険証は使
用できなくなります。 

対象となるかた 

・75歳以上のかた 
・老人保健制度で障害認定を受けているかた
（後期高齢者医療制度への非加入の届出を
していないかた） 
・一定の障害のある65歳以上75歳未満のかた
で、４月１日以降に広域連合から認定を受
けたかた 

※国民健康保険、政府管掌健康保険、共済組
合などの保険に加入しているかたも、これ
らの医療保険を脱退し、加入することにな
ります。 

保険料 

・一人ひとりごとに計算されます。 
・一人あたりの保険料は、均等割額と所得割
額を合計した金額が保険料となります。 
・年間保険料の上限額は50万円です。 
・所得の少ないかたや被用者保険（健康保険
組合・政府管掌保険・共済組合など）の被
扶養者だったかたには軽減措置があります。 

保険料の納め方 

・年金が年額18万円以上のかたは、原則とし
て年金から天引きされます。 
・上記以外または介護保険料との合計額が年
金額の２分の１を超えたかたは、市から送
付される納付書や口座振替などで納めます。 

窓口での自己負担割合 

医療機関などの窓口で支払う自己負担は、こ
れまでの老人保健制度と同様に、一般のかた
は１割、一定以上（課税所得145万円以上）
の所得のあるかたは３割です。（現在、お持
ちの老人保健医療受給者証の一部負担割合と
同じになります） 

（新しい保険証イメージ） 
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後期高齢者医療制度 
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●問い合わせ 

国民健康保険課 
高齢者保険事業準備担当 
蘂内線2702・2703
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保
険
料
は
ど
う
決
ま
る
の
で

す
か
?
 

保
険
料
は
「
均
等
割
額
」
と

「
所
得
割
額
」
の
合
計
と
な

り
ま
す
。
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
全

員
が
負
担
す
る
も
の
で
、
年
額
は
4
万

2
千
530
円
で
す
。
な
お
、
世
帯
主
お
よ

び
被
保
険
者
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
、

7
割
・
5
割
・
2
割
分
を
軽
減
す
る
措

置
が
あ
り
ま
す
。
 

　
所
得
割
額
は
、
被
保
険
者
の
所
得
に

応
じ
て
か
か
る
も
の
で
、
所
得
割
率
は
7
・

9
6
パ
ー
セ
ン
ト
で
す
。
 

 

保
険
料
の
支
払
い
方
法
は
ど
う
な
る
の
で
す

か
?
 

原
則
と
し
て
公
的
年
金
か
ら
保
険
料
を
天
引

き
す
る
特
別
徴
収
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円
未
満

の
か
た
と
、
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
と
介
護
保
険
料
の
合
算
額
が
、

年
金
受
給
額
の
2
分
の
1
を
超
え

る
か
た
は
、
納
付
書
や
口
座
振
替

な
ど
で
納
め
る
普
通
徴
収
と
な
り

ま
す
。
特
別
徴
収
の
か
た
は
、
4

月
上
旬
に
特
別
徴
収
開
始
通
知
書

を
送
付
し
ま
す
。
普
通
徴
収
の
か

た
は
、
7
月
上
旬
に
納
付
書
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
7
月
か
ら
翌
年

2
月
ま
で
の
8
回
の
納
期
に
分
け

て
納
め
ま
す
。
 

 
1人あたり保険料 
（上限額50万円） 

均等割額 
42,530円 

（軽減あり） 

所得割額 
（被保険者の 
  総所得－33万円） 
  ×0.0796

私
は
現
在
75
歳

以
上
で
老
人
保

健
で
医
療
を
受
け
て
い
ま
す

が
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
被
保
険
者
に
な
る
た
め
に

は
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
必

要
で
す
か
?
 75

歳
以
上
の
か
た
は
、
平
成
20
年
4
月
1
日

に
自
動
的
に
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
の
で
、

特
に
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
3
月
下
旬
に
保
険

証
を
配
達
記
録
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。
 

 

私
は
平
成
20
年
4
月
20
日
に
75
歳
に
な
り
ま

す
が
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者

に
な
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
で
す
か
?
 

平
成
20
年
4
月
以
降
に
75
歳
に
な
る
か
た
は
、

75
歳
の
誕
生
日
か
ら
自
動
的
に
被
保
険
者
と

な
り
ま
す
の
で
、
特
に
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

75
歳
の
誕
生
日
前
に
保
険
証
を
配

達
記
録
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。
 

 

私
は
現
在
70
歳
で
、

障
害
認
定
を
受
け
老

人
保
健
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険

者
に
な
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う

な
手
続
き
が
必
要
で
す
か
?
 

障
害
認
定
を
受
け
て
す
で
に
老
人
保
健
の
対

象
の
か
た
は
、
平
成
20
年
4
月
1
日
に
自
動

的
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す

の
で
、
特
に
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
、
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
へ

の
加
入
を
希
望
し
な
い

か
た
は
、
市
の
窓
口
に

そ
の
旨
を
申
し
出
て
く

だ
さ
い
。
 

 

私
は
現
在

75
歳
で
社

会
保
険
に
加
入
し
扶
養

家
族
が
い
ま
す
が
、
私

が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
と
、
扶
養
さ
れ

て
い
る
家
族
は
ど
う
な
り
ま
す
か
?
 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
と
、

そ
れ
ま
で
加
入
し
て
い
た
社
会
保
険
か
ら
抜

け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
扶
養
家
族
も
同
時
に
社

会
保
険
か
ら
抜
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ほ
か
に
扶
養

す
る
こ
と
の
で
き
る
家
族
が
い
な
い
場
合
は
、
国
民
健

康
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
（
国
民
健
康

保
険
の
加
入
は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
）
 

 

今
ま
で
使
っ
て
い
た
保
険
証
や
老
人
保
健
の

医
療
受
給
者
証
は
ど
う
な
る
の
で
す
か
?
 

保
険
証
お
よ
び
老
人
保
健
の
医
療
受
給
者
証

は
、
平
成
20
年
4
月
1
日
以
降
は
使
え
な
く

な
り
ま
す
。
保
険
証
は
保
険
者
（
国
民
健
康
保
険
や
健

康
保
険
組
合
な
ど
）
へ
、
老
人
保
健
の
医
療
受
給
者
証

は
市
の
窓
口
に
返
還
し
て
く
だ
さ
い
。
 


